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に加え、「予期し得ない事象の発生を特定できる客観的な資料」によっ

て、当該事象が発生した日時等を客観的に確認できることが必要です。 

   客観的な記録とは、例えば次のような資料が考えられます。 

 

① 修理会社等が発行する故障車両の修理明細書等 

② フェリー運航会社等のホームページに掲載されたフェリー欠航情報

の写し 

③  公益財団法人日本道路交通情報センター等のホームページに掲載さ

れた道路交通情報の写し（渋滞の日時・原因を特定できるもの） 

④ 気象庁のホームページ等に掲載された異常気象等に関する気象情報

等の写し 

 

ただし、当該事象について、遅延の原因となった個々の対応時間の特

定が困難な場合には、 

当該事象に遭遇した勤務を含めた実際の拘束時間や運転時間 

－運行計画上の拘束時間や運転時間 

＝当該事象への対応時間 

  として、一勤務を通じた当該事象への対応時間を算出することも可能で

す。この場合には、上記①～④の「予期し得ない事象の発生を特定でき

る客観的な資料」が必要ですが、やむを得ず客観的な記録が得られない

場合には、「運転日報上の記録」に加え、当該事象によって生じた遅延に

係る具体的な状況をできる限り詳しく運転日報に記載しておく必要が

あります。例えば「予期し得ない事象」が運転中の災害や事故に伴う道

路渋滞に巻き込まれた区間や走行の時間帯等を運転日報に記載してお

く必要があります。 

 

２－13 

 

（Ｑ）自動車運転の業務に関する休日の考え方は、休息期間に 24 時間を加算

して得た連続した時間とされていますが、休日を連続で２日与える場合

には、33 時間空ければよいのでしょうか。 

１日目：休息期間９時間 

２日目：法定休日 24 時間 

３日目：所定休日 

------------------------------------------------------------------- 

（Ａ）自動車運転者の休日は、休息期間に 24 時間を加算して得た連続した時

間とされており、その時間が 30 時間を下回ってはなりません。 

通常勤務の場合は継続 33 時間（９時間＋24 時間）、隔日勤務の場合は

継続 46 時間（22 時間＋24 時間）を下回ることがないようにする必要が
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あります。 

したがって、上記の場合、１日目の休息期間９時間と２日目の法定休

日を合わせて継続 33 時間が確保されていれば、休日を与えたこととなり

ます。 

なお、所定休日（３日目）については事業場の就業規則等に基づいて

与えることが必要です。 

 

２－14 （Ｑ）自動車運転者の休日の取扱いについて、法定休日とそれ以外の休日で

区別はあるのでしょうか。 

----------------------------------------------------------- 

（Ａ）自動車運転者の休日労働の回数は、２週間について１回が限度とさ

れていますが、ここでいう休日労働とは、原則、毎週少なくとも１回

与えなければならないとされている法第 35 条の休日（いわゆる法定休

日）に労働させることをいいます。 

また、自動車運転者の休日は、休息期間に 24 時間を加算して得た連

続した時間とされており、その時間が 30 時間を下回ってはならないこ

ととされていますが、この取扱いについても、同様に、法第 35 条の休

日について示したものです。 

一方、週１回を超えて確保されている休日についてはこの限りではあ

りません。こうした休日の考え方については、従前から変更はありませ

ん。 
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